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業者のみなさま
～2020年 4月 1日からの受動喫煙対策について～

健劇範判総 改正 1通 ょ晴、受動 喫煙 防止 ‡ょ籐設管理権原者等∽賣務 となります。

飲食店な絞咆渕坊 が琴蝿 ずは範飩 志、宣020年 4月 1回か引原、員u屋内響:煙に、

喫煙可能な場所‡逗‡よ20歳未満の方は立入禁止となけます。

改正健康増進法の基本的な考え方

ヽ 薇

規制の対象となる「たばこ」

施設の管理権原者等に課せられる主な義務

以下の全てに該当し、2020年4月 1日以降も店内で喫煙しながら

飲食可能な店として営業する場合は、届出が必要です

① 2020年 3月 31日以前に飲食店等営業許可あり

かつ設備を設けて客に飲食をさせる営業を行つている

②客席面積が100ぶ以下

③資本金または出資の総額が5,000万円以下
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「多数の方が利用する」とは、2

人以上の方が同時に、または入

れ替わりで利用することです。

個室で 1人の方にだけサービス

する店でも、人が入れ替わるの

で「多数の方が利用する」に該当

します。

(注 1)「主食」:社会通念上、主食

と認められる食事 (米飯類、パン

類、麺類等が主に該当する)

(注2)20歳未満には従業員も含

みます

喫煙する際は、周囲に受動喫

煙を生 じさせないよう配慮す

る義務がありますが、構造及

び設備に関する基準はありま

せん。

②、◎|こ 加え、③、⑨も

瞳寵で喫煙覇育毬な

たばこ販売薦

※販売している商品の約5

割以上がたばこ又は専ら喫

煙に供する器具である店

喫煙が可能ですが、喫煙

できる場所 に20歳未満

(注 2)は立入できません。

※喫煙目的室には構造及

び設備の技術的基準あり

※店全体を0購燿轟鑢瀧

とした場合は、20歳未満

(注 2)は入店不可

択可育旨です

②、③lこ加え、⑥、②も選択

可能、またA～ Ciこ該当す

る場合|よ④、⑤も選択可能

です。

喫煙を主目的とするバー

やスナックなど

例)事務所、パチンコ店、

物品販売、理美容店など

例)弁 当屋、仕出 し屋、

宅配ピザ店など

2020年 4月 1日以降に許

可を受けた店舗

上記に該当する場合 (よ 、

2090年 4月 1日以降、原

則①屋内禁煙ですが、喫

煙を認める場合は ②ヽ喫

煙専用室設置、③指定た

ばこ専用11喫煙室設置のい

ずれかを選択します。
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①が漂興踵ですが、喫煙を認める場合iよ

②、③に力8え、④、⑤も選択可能です。

④燒鸞可畿量を設置し、喫煙しながらの飲食が可能ですが、喫煙
できる場所に20歳未満 (注2)は立入できません。

※喫煙可能室には構造及び設備の技術的基準あり

※店全体をOm鸞電畿購とした場合は、20歳未満 (注2)の入店不可

※喫煙可能室設置施設 (喫煙可能店)は、保健所への届出が必要
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④暖燿濾鶉菫憲酸炒 し、

喫煙しながらの飲食が可

能ですが、喫煙できる場

所に20歳未満 (,主2)は立

入できません。

※喫煙目的室には構造及

び設備の技術的基準あり

※店全体を②畷鸞騒鰊藤

とした場合は、20歳未満

(注2)は入店不可
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●:可・要
×:不可・不要
△ :一 部該当
一 :該当しない

施設内の

一部に

喫煙室設置

屋内全体を

喫煙可と

扱う施設

喫煙室内

での飲食

喫煙室の

技術的基準

の適合

20歳未満の

立ち入り

(従業員含)

施設

出入回の

標識

喫煙室

出入□の

標識

広告や

宣伝等に

明示

保健所への

届出

関係書類等

の保存

義務はありませんが
表示が望ましいです
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③    ◎

漑蝙   餞洟

瑕鶉釉  緻勒之

設置施設 (たばこ販売店)

(た ばこ販売店)

○ ※ ○※
(構造による

ため個別に判断)

○
(喫煙室は不可)

△
(店以外の場所

との区画は必要)

×

○※
(構造による

ため個別に判断)
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1 出入□において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること

(扉がある場合は、開放した状態での開□面の気流を測定する)

2 たばこの煙 (加熱式たばこの蒸気を含む)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないように壁。天丼等により区画すること

3 たばこの煙が施設の屋外に排気されていること

◎施設内が複数の階に分かれている場合は、壁。天丼等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能です(フ ロア分煙)。加熱式たばこ専用のフ
ロアでは飲食等もできますが、たばこ葉を燃焼させるたばこの喫煙 (紙巻たばこ等)も認める場合は、喫煙以外の行為はできません。

◎技術的基準にも経過措置があります。詳細はお問い合わせください。
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健康増進法では、喫煙する際や喫煙できる場所を設置する際には受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務の規定があります。

これは、屋外や家庭など法の規制対象外の場所においても配慮を求めるものですので、施設利用者の方にも周矢]をお願いします。

厚生労働省 職場における受動喫煙防止対策

厚生労働省労働基準局において、事業者が実施すべき事項を一体的に示すことで、事業者における受動喫煙防止対策の一層の推進を図る

ため策定されました。従業員のいる事業所の方は、こちらもご確認ください。

径驀  個室の飲食スペースや宴会場は?薇縦標識はどこに掲示したらよいですか?

瑣藝   屋外での喫煙はできますか?
加熱式たばこなら、宴会場などでも

設
使用できますか?時間分煙は可能ですか?
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|

北海道 たばこ

飲食店等営業許可日が2020年
4月 1日以降の飲食店はどうなりますか?瑣鬱

お問い合わせ先

所在地の道立保健所 URL:
htlp://WWW.pref.hOkkCidO.igoip/hf/klh/kak/1kh/hOkensho/hOkensho.hirn

moil : hofuku.kenkou@pref . ho kkoido. Ig.j p
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